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2020.5.15
編集／市長公室秘書広報課

『広報げろ お知らせ版』の次回発行は6月15日です。

一律10万円の特別定額給付金 新型コロナウイルス感染症による影響緩和支援
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別定額
給付金事業を実施しておりますので概要をお知らせします。
◆給付対象者　令和２年４月27日時点で下呂市の住民基本台帳に記録さ
　　　　　　　れている人
◆給 付 額　給付対象者１人につき 10万円
◆受 給 権 者　給付対象者がいる世帯の世帯主
◆申 請 方 法　感染症拡大防止の観点から、申請方法は原則以下の二つの
　　　　　　　方式とします。
①郵送申請方式　各世帯に郵送する申請書に必要事項を記入し、同封した
　　　　　　　　返信用封筒で提出
②オンライン申請方式　※マイナンバーカードを持っている人に限る。
　　　　　　　　マイナポータル「ぴったりサービス」の特別定額給付金
　　　　　　　　申請画面からの電子申請
◆申請書の送付　５月 12日（火）から順次郵送しております。
　※５月18日（月）までに届かない場合は、お問い合わせください。
◆受 付 期 間　5月13日（水）から ８月12日（水）まで
◆給付開始日　5月18日（月）から

　※適正な申請書（記載内容に不備がない申請書）を受理し、審査が完了し
　　た世帯から順次指定の口座に振り込みます。

【問合先】下呂市新型コロナウイルス対策総合相談窓口　☎25-3345

≪給付金を装った詐欺にご注意ください！≫
特別定額給付金の給付にあたって、現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作や、
手数料の振り込みをお願いすることはありません。
◆不審な問い合せがあった場合は、以下までご相談ください。
　・消費者ホットライン 188（局番なしの３桁番号「188」）
　・最寄りの警察署（または警察相談専用電話　＃ 9110）

経済産業省 持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支え
し、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

●給 付 額　法人は 200万円、個人事業者は100万円
　　　　　　※ただし、昨年 1年間の売上からの減少分が上限
●支給対象　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50％
　　　　　　以上減少している、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラン
　　　　　　スを含む個人事業者、会社法人、医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、
　　　　　　社会福祉法人など幅広く対象となります。

【相談ダイヤル】持続化給付金係　コールセンター　☎0120-115-570【問合先】児童福祉課　☎ 52-2882

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆さまを支援する
制度を紹介します。
※詳しくは右のＱＲコードから市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する
ため、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。

　令和 2年 4月分 (3 月分を含む )の児童手当 (本則給付 )の支給を受けている人
　　　　　※特例給付の受給者は支給対象者にはなりません。

　平成 16年 4月 2日から令和 2年 3月 31日までに生まれた児童
　対象児童１人につき 1万円

◆原則、申請は必要ありません。下呂市では6月に支給する見込みです。
　対象者には、給付についてのお知らせを送付します。もし給付を希望
　しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。なお、給付金
　は児童手当登録口座へ振り込みます。
※公務員の場合は、申請が必要です。
　勤務先で配布される申請書に支給対象者であることの証明を受け、市役所へ提出して
　ください。なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送でお願いします。

子育て世帯への臨時特別給付金

【問合先】市民課　☎ 24-2222（内線 125） 【問合先】商工課　☎ 24-2222（内線 163）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
が、雇用の維持を図るために一時的に従業員の休業を行い、国の雇用調整助成金な
どを利用した場合の事業者負担分の一部を補助します。

●補助額　1. 雇用調整助成金の支給決定を受けている場合は、基準賃金額と雇用調
　　　　　　整助成金の助成額との差額
　　　　　2. 緊急雇用安定助成金の支給決定を受けている場合は、平均休業手当額
　　　　　　と緊急雇用安定助成金の助成額との差額
　　　　　※いずれも補助額の上限は、１人１日当たり 4,000 円
　　　　　※雇用調整助成金などの助成額のうち、休業に係る分のみが対象

下呂市雇用調整助成金緊急支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高などが減少している市内の中小事業者
が、業態の変更（従来店内のみの提供をしていた飲食店がテイクアウトやデリバリー
（出前）を始めるなど）、新商品のＰＲや誘客、新規事業に必要な従業員を確保するた
めの採用活動など、新たに取り組む事業に要する費用の一部を補助します。

●補助限度額　１事業者につき 10万円
●補 助 率　対象経費の４/５以内（千円未満の端数切り捨て）
●適 用 期 間　令和２年４月１日から令和２年６月30日までにかかった経費

　※新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたる場合など、
　　今後の状況により延長することがあります。

下呂市商工業活性化緊急支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上の売上の減少があった市内中小
事業者が借り入れる融資に係る保証料と利子の一部を補給します。

●保証料補給額　信用保証料の全額
●利子補給額　借り入れの日から１年間の利子を全額補給
●申 請 期 間　保証料補給は、融資実行後、3カ月以内

　利子補給は、償還開始日から12カ月経過後、3カ月以内

下呂市中小企業緊急支援融資保証料および利子補給金

対 象 者

対象児童
支 給 額



　保育士（児童福祉課　会計年度任用職員）
　市内こども園
　採用日から令和３年３月３１日（再雇用あり）
　７．７５時間（８時１５分から１７時）
　保育士業務
　月額１６３，１００円
　保育士
　随時
　採用申込書と地域職業相談所の紹介状を総務課人事係に提出

　　　　　　　してください。

（広報げろお知らせ版　2020.5.15）

『広報げろ お知らせ版』の次回発行は6月15日です。

木造住宅無料耐震診断について
　この制度は木造住宅の耐震診断実施を希望する市民の皆さんに対し、県に登録された「岐
阜県木造住宅耐震相談士」を派遣し、木造住宅無料耐震診断を実施するものです。自分が
住んでいる住宅の状態を知るため、耐震診断を受けましょう。

申込方法
建設総務課または各振興事務所に備えつけの申
込書に必要事項を記入し、提出してください。

受付期間
◆ 7月まで　　　　　　  8 月から診断実施
◆ 8月～ 9月末まで　　10月から診断実施
◆10月～11月末まで　 12月から診断実施

◎昭和56年5月31日以前に着工さ
　れた木造住宅
◎個人が所有する住宅で、現に居住し
　ているもの
◎併用住宅の場合は、延べ面積の過半
　が住宅の用に供されているもの

■次の各要件を満たす場合が対象

※申込状況などによって、調査実施までに時間がかかる場合があります。
【問合先】建設総務課　☎53-2010（内線116）

マイナンバー通知カードが廃止されます

・出生などに伴うマイナンバーの通知は、個人番号通知書の送付により行います。
・個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。証明は
　マイナンバーカードかマイナンバー入り住民票に限られます。
・個人番号通知書は、券面記載の変更や、再交付を行いません。また紛失の届出、
　マイナンバーカード交付時の返納も求めません。
・通知カードの廃止後は、通知カードの再交付、券面記載変更は行いません。
・通知カードの廃止後もしばらくは、マイナンバーカード交付時は通知カードの返
　納が必要です。紛失した場合は紛失届を提出ください。
・通知カードの廃止後も通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用でき
　ます（ただし券面記載内容が住民情報と同一の場合に限る）。

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日から廃止となります。

【問合先】市民課　 24-2222（内線 111）

国保特定健診・すこやか健診・さわやか口腔健診・
国保人間ドック・がん検診延期のお知らせ

【問合先】市民課　　　　　　☎ 24-2222（内線 122） 
　　　　  萩原保健センター　☎ 52-1230（内線 640・642）

【問合先】市民課　☎ 24-2222（内線 122） 

国民健康保険  傷病手当金の支給について
下呂市国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、
その療養のため労務に服することができなかった人に対し、傷病手当金を支給します。

職 務
勤 務 場 所
勤 務 期 間
勤 務 時 間
勤 務 内 容
給 料
必要な資格
申 込 期 限
申 込 方 法

保育士の募集

【問合先】児童福祉課　 ☎ 52-2882

職 務　放課後児童クラブ補助指導員（児童福祉課有償ボランティア）
募 集 人 数　２０人
勤 務 場 所　市内の放課後児童クラブを開設している小学校
勤 務 期 間　令和２年７月２２日～８月２５日（小学校の夏季休業中）
勤 務 時 間　８時から１８時の間（シフト制）
勤 務 内 容　子どもたちの遊びや生活指導、見守りなど
賃 金　時給９１１円
申 込 期 限　令和２年７月１０日（金）
申 込 方 法　申込書を児童福祉課へ提出してください。

放課後児童クラブ "補助指導員 ”の募集
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０
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０
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■対 象 者　下呂市国民健康保険の被用者（給与などの支払いを受けている人）のうち、
　　　　　　新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる人で、労務に服する
　　　　　　ことができなくなった人
■支給期間　労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労
　　　　　　務に服することができない期間
■ 1日あたり支給額　直近 3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の 3分の 2
■適用期間　令和 2年 1月 1日から 9月 30日の間で療養のため労務に服することができ
　　　　　　ない期間。ただし入院が継続する場合は最長１年６カ月

※今後の動向 ( 国や県の方針、市内の感染者発生状況 ) によっては､ 中止
　になる場合があります。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、市が例年６月から実施している
健診 ( 検診 ) の開始時期を延期します。
　「３密」を避けるため、今年度は集団健診（検診）を８月～９月と１月
～２月に分けて実施する予定です。
　また、医療機関健診（検診）や国保人間ドックの開始時期については、
決まり次第改めてお知らせします。
　すでに予定されていた人には申し訳ありませんが、感染機会を減らすた
めの対策となりますので、ご理解くださいますようお願いします。

6 月は強化月間です
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